
在宅で生活されている認知症の方や、行方不明になる恐れのある方について、名前や特徴、写真等の情報を
あらかじめ登録し、お住まいの地域で登録者を見守り、認知症高齢者の安全と家族等への支援を図るものです。
登録された場合は、 「見守りのお願い（写真付き情報提供書）」を長寿社会課より佐世保市内の全地域包括

支援センター、全警察署に加え、お住まいの地区を担当する民生委員児童委員ならびに担当ケアマネジャーに
配布します。また、その他関係各所へは、ご家族様より配布していただくことで見守り支援体制の構築を行い
ます。

まずは、担当のケアマネ
ジャーか地域包括支援セン
ター、長寿社会課へ相談し
ます。

登録申請用紙へ必要事
項を記入し、顔写真と
全身写真を添えて長寿
社会課へ提出します。

長寿社会課が「見守りのお願
い」を作成し、ご家族様およ
び市内全地域包括支援セン
ターおよび全警察署、担当の
民生委員児童委員、担当ケア
マネジャーへ配布します。

ご家族様で 「見守りお願
い」をコピーし、町内会
長やご近所さん、近隣の
お店や本人が立ち寄りそ
うな場所へ配布します。

１ ２ 3 4

提出者は地域包括支援セン
ター職員や担当ケアマネ
ジャーでも問題ありません。

ご家族様からの配布
が困難な場合は、
地域包括支援センター
や長寿社会課へご相談
ください。

※登録を継続している間、ご家族様または関係者へ電話にて登録者の状況確認をさせていただきます。
※登録内容の変更がある場合は、変更届の提出をお願いいたします。
また、登録者が施設入所や長期入院、転出やお亡くなりになった場合は解除届の提出をお願いいたします。

※本事業は行方不明になられた場合の捜索を依頼するものではありません。登録者が行方不明になられた場合は、すぐに110番通報をしてください。

登録と合わせて、見守りシール
（QRコード付）を配布します。ヘルプマークの

登録についても
ご紹介します。


